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第３２回 遠賀町農業委員会総会議事録 

 
１．   日時   令和８年２月１０日（火）午前８時５８分～午前１０時４３分 

 

２．   場所   遠賀町中央公民館  ３階  会議室３  

 

３．   出席委員（１５名）  

     議  長 １番  三原  高志  

     副議 長 ２番  安  敏生  

     委 員 ３番  石井  佐千生  

委 員 ４番  林   長輝  

     委 員 ５番  原田  利春  

     委 員 ６番  加  陽一郎  

委 員 ７番  米田  かおる  

委   員 ８番  一田  孝雄  

 

委   員  １番  秦   公美  

委   員  ２番  白石  元弘  

委   員  ３番  白木  敏明  

委   員  ４番  松井   悟  

委   員  ５番  矢野  英昭  

委   員  ６番  吉田  茂三  

委   員  ７番  髙崎  洋介  

 

４．   ２月の農業相談委員           

２番  安  敏生  委員  

３番  石井  佐千生  委員  

 

５．   議事日程  

（１）付議案件  

①  農地法第３条の規定による許可申請について  

（●●●●） 

②  農地法第３条の規定による許可申請について  

（●●●●） 
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③  農地法第３条の規定による許可申請について  

（●●●●） 

④  農地法第５条の規定による許可申請について  

（●●●●） 

⑤  農地法第５条の規定による許可申請について  

（株式会社●●●●  代表取締役  ●●●●） 

⑥  農地法第５条の規定による許可申請における完了確認  

について  

（●●●●●●●●●●●●●●  理事長  ●●●●） 

⑦  農用地利用集積計画の承認について  

        

（２）報告案件  

         ①  農地法第１８条第６項の規定による通知について  

②  公共事業に関する農地の一時利用届出書について  

        

（３）その他の案件  

①  研修旅行について  

  ②  総会開催場所の変更について  

          

６．   農業委員会事務局職員  

          事務局長        濱田  美孝  

        事務局職員    瓜生  哲朗  

事務局職員    藤本  慎央  

 

 

開  会     ８時   ５８分  

 

 

議長     皆様おはようございます。時間前ですが皆さんお揃いですので

始めたいと思います。  

本日の出席委員は農業委員８名中８名、推進委員７名中７名の

出席となっております。  

農業委員の過半数の出席があり、総会が成立しています。  

よって、ただいまより第３２回遠賀町農業委員会総会を開会い

たします。  
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議長     それでは次第の２、本日の農業相談員は２番安 敏生委員、３

番石井佐千生委員が農業相談の当番ですが、相談の予約はあり

ません。                                                                                                                                         

 

議長     次に本日の議案ですが、次第にありますように付議案件は農地

法第３条の規定による許可申請３件、農地法第５条の規定によ

る許可申請２件、農地法第５条申請における完了確認１件、農

用地利用集積計画の承認について１件となっています。ご審議

のほどよろしくお願いします。  

 

議長     なお、本日の総会の会議書記ですが、事務局職員の瓜生を指名

します。  

 

議長     では、現地調査を伴う案件について事務局より一括して説明を

お願いします。  

 

事務局    それでは議案書の１ページをお開きください。付議案件①農地

法第３条の規定による許可申請についてでございます。  

譲受人が岡垣町にお住まいの●●●●さん、譲渡人が若松にお

住まいの●●●●さんです。譲受人の職業は会社員となってお

りますが、実際には町内で会社員をされながら農業もされてい

ます。そのため今回３条の申請が上がっております。なお、付

議案件②および③も同一人物です。  

申請地が３ページの字図にありますように大字鬼津字阿弥陀畑

２６２７番で、地目は畑、面積は６４３㎡です。  

農地区域が農業振興地域内非農用地で、申請理由が規模拡大の

ためとなっております。譲受人の耕作面積は１４ ,６１５㎡

で、今回の申請農地は譲渡人は耕作しておらず、譲受人の規模

拡大であり、特段問題はないものと思われます。  

 

続きまして議案書の４ページをお開きください。  

付議案件②農地法第３条の規定による許可申請についてでござ

います。  

譲受人が岡垣町にお住まいの●●●●さん、譲渡人が若松にお

住まいの●●●●さんです。  
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申請地が６ページの字図にありますように大字鬼津字阿弥陀畑

２６２６番で、地目は畑、面積は５４５㎡です。  

農地区域が農業振興地域内非農用地で、申請理由が規模拡大の

ためとなっております。譲受人の耕作面積は１４ ,６１５㎡

で、今回の申請農地は譲渡人は耕作しておらず、譲受人の規模

拡大のためであり、特段問題はないものと思われます。  

 

続きまして議案書の７ページをお開きください。  

付議案件③農地法第３条の規定による許可申請についてでござ

います。  

譲受人が岡垣町にお住まいの●●●●さん、譲渡人が若松にお

住まいの●●●●●さんです。  

申請地が９ページの字図にありますように大字鬼津字阿弥陀畑

２６２５番１で、地目は畑、面積は１ ,４３９㎡です。  

農地区域が農業振興地域内非農用地で、申請理由が規模拡大の

ためとなっております。譲受人の耕作面積は１４ ,６１５㎡

で、今回の申請農地は譲渡人は耕作しておらず、譲受人の規模

拡大のためであり、特段問題ないものと思われます。  

 

続きまして議案書の１０ページをお開きください。  

付議案件④農地法第５条の規定による許可申請についてでござ

います。  

譲受人が虫生津にお住まいの●●●●さん、譲渡人が虫生津に

お住まいの●●●●さんです。  

申請地が１２ページの字図にありますように大字虫生津字黒松

１３４０番で、地目は畑、面積は４６６㎡です。  

農地区域が農業振興地域内非農用地で、土地の用途区分は無指

定の第１種農地となっております。  

申請理由は自己住宅の建築となっております。  

申請に関する確実性については関係書類で確認をしておりま

す。  

営農の支障については、生産組合長さんの無条件承諾となって

おります。  

こちらの議案については始末書の添付がされていますので、説

明の最後に皆さんと確認を行わせていただきます。  

１３ページが被害防除計画書です。雨水の排水は水路放流、汚
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水・生活雑排水は公共下水道への接続となっております。  

用地造成に伴う被害防除は、特段ありません。  

１４ページが現況平面図です。北、南、東側は公衆用道路、西

側は譲受人所有の山林および宅地と接しています。  

用地造成に伴う被害防除は特段ありません。  

１５ページが土地利用計画図および排水計画図、縦横断図で

す。昭和４９年より、図のとおり畑に越境して住宅が建築され

ています。南に向かって勾配がついているため、雨水は申請地

南側の公衆用道路に既設の側溝へ水路放流、汚水・生活雑排水

も同じく申請地南側に接する公衆用道路に既設の公共下水道へ

の接続となっています。  

１６ページが建物の平面図です。  

１７ページが建物の立面図です。  

平面図・立面図のとおり、住宅が建築されています。  

１８ページが関係者説明に関する調査票です。今回隣接する農

地はありません。  

１９ページが始末書です。  

 

続きまして議案書の２０ページをお開きください。  

付議案件⑤農地法第５条の規定による許可申請についてでござ

います。  

譲受人が若松に事業所を置く株式会社●●●●  代表取締役  

●●●●さん、譲渡人が福岡市にお住まいの●●●●さんで

す。  

申請地が２２ページの字図にありますように大字鬼津字五反田

６５４番８で、地目は田、面積は２２７㎡です。  

農地区域が農業振興地域内非農用地で、土地の用途区分は無指

定の第１種農地となっております。  

申請理由は駐車場となっております。  

申請に関する確実性については関係書類で確認をしておりま

す。営農の支障については、生産組合長さんの無条件承諾とな

っております。  

こちらの議案については始末書の添付がされていますので、説

明の最後に皆さんと確認を行わせていただきます。  

２３ページが事業計画書です。事業の種類は土木建設業で、申

請者の事業目的は駐車場です。本申請は一時転用で、期間は５
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年間となっています。施工計画は令和８年１月から着工し、同

月に供用開始となっています。  

２４ページが被害防除計画書です。雨水の排水は自然流下、汚

水・生活雑排水は該当なしとなっております。  

用地造成に伴う被害防除は特段ありません。  

２５ページが現況平面図です。北側は用悪水路および田、東側

は公衆用道路、南側は宅地、西側は田と接しています。  

２６ページが土地利用計画図および排水計画図です。  

申請地内は砕石敷き均しを行い、雨水排水は自然流下となって

います。  

駐車場内は従業員用の乗用車を８台、クレーンユニックを１台

駐車しています。  

２７ページが縦横断図です。勾配はなく、砕石敷きを行ってい

ます。  

２８ページが関係者説明に関する調査票です。関係者には説明

を行い、無条件で了承を得ています。  

２９ページが始末書です。  

 

続きまして議案書の３０ページをお開きください。付議案件⑥

農地法第５条の規定による許可申請における完了確認について

でございます。この案件については、遠賀川駅の駅南開発の土

地区画整理事業に伴う宅地造成で、農地転用の許可をすでに出

している箇所になります。本来、農地の転用行為はすべての工

事が終わり次第、完了報告を提出することによって完了となり

ます。完了後は農地でなくなるためその土地の売却が可能とな

りますが、全体の工事が完了する前に一部の土地の売却を行う

場合は農業委員会にて売却する土地の造成工事が完了し、現況

が農地でないことを確認できれば、追加で農地転用の許可を受

けることなく土地の売却をすることが可能となります。今回の

申請は転用許可を行った土地のうち、先に売却を行う保留地の

完了確認の申請となります。  

それでは議案書に戻ります。今回、申請者が木守に事業所を置

く、●●●●●●●●●●●●●●  理事長  ●●●●さん

で、転用の許可年月日が令和４年１０月７日、地番が大字広渡

字観ノ目２４番２  外１１０筆です。今回の完了確認の申請地

は、３１ページから３２ページにありますように、底地、以前
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の地番が大字木守字南溝端８５０番１を含む延べ９２筆にまた

がる箇所で、保留地では街区番号が４、２２、２３、２４、画

地番号が順に２、１２から１８、４から１９の箇所になりま

す。面積は合計１８ ,６７１ .９４㎡です。  

申請理由は令和８年度下半期販売予定保留地造成工事に着手す

るためとなっております。  

３３ページが保留地の位置図です。  

３４ページが街区番号４の保留地の位置図です。北に遠賀川駅

があり、申請地は左下の④の街区にあります。  

３５ページが底地図です。街区番号４のうち一番左下に小さく

③とあり、③を除く南側半分②が申請地です。  

３６ページが街区番号２２から２４の保留地位置図です。こち

らも北側に遠賀川駅があり、申請地は㉒㉓㉔の街区になりま

す。  

３７ページから３９ページが底地図です。まず３７ページの今

回黒塗りされている右下から１２、左側に向かって１８までが

街区番号２２の申請地になります。次に３８ページも同じく色

塗りされている左上が４、時計回りに４の下の１８までが今回

の申請地となります。  

３９ページが街区番号２４の申請地となります。こちらも同じ

く黒塗りされている左上の４から時計回りに１９までが申請地

となります。  

 

続きまして本日配布の追加議案書の１ページをお開きくださ

い。報告案件②公共事業に関する農地の一時利用届出書につい

てでございます。  

届出人が浅木に事業所を置く有限会社●●●●●、代表取締役

●●●●さん、届出の土地が大字上別府字波打６４２番、地目

は畑、面積は１ ,５６５㎡となっております。所有者は京都府

にお住まいの●●●●さんで、申請理由は「遠賀町発注【上別

府地区（その２７）管路施設工事】の公共事業に伴う資材置

場」となっており、町の管路施設工事受注業者による届出で

す。  

３ページが字図です。北側は山林、東側は公衆用道路及び池

沼、南側は公衆用道路、西側は公衆用道路及び原野、用悪水路

と接しています。  
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４ページが現況平面図です。  

５ページが土地利用計画図及び排水計画図、断面図となってお

ります。申請地内には工事による発生土、再生チップ、埋め戻

し材等の資材を置くようになっています。  

本来一時転用が必要な案件ですが、公共事業に関連した農地の

一時使用で許可不要と事務局で判断したため、届出を受理して

います。  

 

以上が現地調査を伴う案件の説明です。  

 

議長     それではこれより現地調査を行いますので、総会を暫時休憩し  

ます。  

 

 

休  憩    ９時   １９分  

 

－   現地調査後   －  

 

再  開    １０時   ２５分  

 

 

議長     それでは再開します。  

付議案件①を議題に供します。  

地区担当の私三原および秦公美委員から報告します。  

 

農業委員   現地はボートレース場の裏の方、耕作放棄地が目立つ場所です。  

（１番）    今回こういう形でされるということはどちらかといえば前向き  

で良いことではないかと感じております。問題ないと思われます 

ので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

 

推進委員   問題ないと思われます。よろしくお願いいたします。  

（１番）    

 

議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  
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【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件①農地法第３条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件①は承認されました。  

続きまして付議案件②を議題に供します。  

      同じく地区担当の私三原および秦公美委員から報告をお願いし

ます。  

 

農業委員   付議案件①と同じく、問題ないと思われますのでよろしくお願い 

（１番）   いたします。  

 

推進委員   問題ないと思われますので審議のほどよろしくお願いいたします。 

（１番）     

 

議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件②農地法第３条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

議長     賛成７名で付議案件②は承認されました。  

続きまして付議案件③を議題に供します。  

同じく地区担当の私三原および秦公美委員から報告をします。  

 

農業委員   付議案件①、②と同じく問題ないと思われますのでよろしくお願  

（１番）   いいたします。  

   



10 

 

推進委員   問題ないと思いますのでよろしくお願いいたします。  

（１番）     

 

議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件③農地法第３条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件③は承認されました。  

続きまして付議案件④を議題に供します。  

地区担当の安 敏生委員および白石元弘委員から報告をお願いし

ます。  

 

農業委員   始末書がついておりますが、農地法について十分理解していない 

（２番 ) という前の段階で、人の土地をよく使用したなという疑問もあり 

ます。名義変更でお父さんから譲られた方は事情を理解しておら 

れますので今の時点では問題はないと思われます。  

ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

 

推進委員   問題はないと思います。よろしくお願いいたします。  

（２番）  

 

議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件④農地法第５条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  
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【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件④は承認されました。  

続きまして付議案件⑤を議題に供します。  

地区担当の私三原および秦公美委員から報告します。  

 

農業委員   現地で報告しました通り、農業委員活動の中で気づき、また農作  

（１番）  業中にも何度か目にしたということで、指摘により今回の提案と

なっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。  

 

推進委員   特に問題はないと思われます。ご審議のほどよろしくお願いいた 

（１番）   します。  

   

議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件⑤農地法第５条の規定による許可申請について、原案

のとおり承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件⑤は承認されました。  

続きまして付議案件⑥を議題に供します。  

本件は転用の許可を行った土地の完了確認となります。今回の申  

請地の造成工事が完了していたか、現況が農地ではないかの２点  

が承認する要点となります。  

地区担当の石井委員と白木委員から報告をお願いします。  

 

農業委員   完了確認ということで、現地を見られた通り特に問題はないと思

（３番）   われますのでご審議よろしくお願いいたします。  

 

推進委員   現地を見ていただいた通り問題はないと思われますのでご審議よ
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（３番）   ろしくお願いいたします。  

 

議長     ありがとうございました。それでは本件について発言のある委

員は挙手願います。  

 

農業委員   よろしいでしょうか。街区の中で保留地はどうなっているのでし 

（６番）  ょうか。申請が出ているところは黒塗りのところだけで、あとの 

出来上がっている部分の報告はどうなりますか。  

 

事務局    今完成しているのはこの部分だけで、これから先順次完成が出て

くれば申請が出てくるという形になります。  

 

農業委員   まだ完成していないということですか。  

（６番）  

 

事務局    そうです。一部だけです。  

 

農業委員   わかりました。  

（６番）  

 

議長     他にありませんか。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件⑥農地法第５条の規定による許可申請における完了確

認について、原案のとおり承認される農業委員の挙手を求めま

す。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件⑥は承認されました。  

続きまして付議案件⑦を議題に供します。  

      事務局より説明をお願いします。  

 

事務局    議案書の４０ページをご覧ください。  
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      ４０ページから４４ページまでございますが、付議案件⑦農用地

利用集積計画の承認についてでございます。  

      全７５筆、面積は７０ ,３５４㎡です。  

      農地利用円滑化事業および農地中間管理事業の更新、また受け手

の変更等による利用集積計画となっております。  

       

議長     本件について発言のある委員は挙手願います。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですので、これより採決に移ります。  

付議案件⑦農用地利用集積計画の承認について、原案のとおり

承認される農業委員の挙手を求めます。  

 

【挙手の人数を確認】  

 

議長     賛成７名で付議案件⑦は承認されました。  

 

議長     それでは報告案件について事務局より報告をお願いします。  

 

事務局    議案書の４５ページをお開きください。報告案件①農地法第１

８条第６項の規定による通知についてでございます。  

      利用権の合意解約ですが、解約２０筆、面積は３４ ,３３０ .７

㎡となっております。  

       

続きまして報告案件②、先ほどの当日配布の公共事業に関する

農地の一時利用届出書については、現地を見ていただいたとお

り、公共事業における一時的な資材置場となっております。  

      報告案件は以上です。  

議長     報告案件について、質疑、意見がございますか。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     無いようですのでその他の案件について、事務局より説明をお

願いします。  
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事務局    その他の案件①研修旅行について説明。  

その他の案件②次回総会について説明。 

 

議長     それではその他の案件について何かございませんでしょうか。  

 

【ありません。】の声  

 

議長     皆さんの方から他に何か意見などありませんか。  

 

【ありません。】の声  

 

無いようですので、以上をもって、第３２回遠賀町農業委員会

総会を閉会いたします。ありがとうございました。  

 

 

閉  会    １０時   ４３分  

 


